
法務局地図作成事業について

名古屋法務局
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法務局地図作成事業
(不動産登記法第14条第１項に定める地図）

事業期間 令和７年１０月から
令和９年３月まで

事業地区 津島市（以下のとおり）
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天王通り二丁目ないし同六丁目、高屋敷町、
上河原町、金町、宝町、本町一丁目、米之
座町二丁目、池麩町、弥生町の各全部

天王通り一丁目、又吉町一丁目、寿町、池
須町、錦町、城之越町、米町、橋詰町一丁
目ないし同三丁目、本町二丁目、同三丁目、
今市場町一丁目ないし同三丁目、藤浪町一
丁目、同二丁目、米之座町一丁目、昭和町
一丁目、良王町一丁目の各一部



用語の説明

 一筆の土地とこれに隣接する他の土地との境のことをい
い、公法上の土地の境界となります。

一般的には「境界」のことですが、土地が創設されたとき
の境界であることから、現在の土地の利用の境（占有界又
は所有権界）とは異なることがあります。

・筆界（ひっかい）とは？

・一筆（いっぴつ）の土地とは？

土地の登記記録（登記簿）上の一つの土地のことです。
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不動産登記法第１４条第１項地図
現地の復元が可能な地図
土地の正確な位置と筆界（境界）を明確に示した地図

土地一筆ごとの登記記録

＋

精度の高い地図が備え付けられていない地区について、名古屋法務局で
は毎年、不動産登記法第１４条第１項に定められた正確な地図の作成事業を
実施しています。

正しい地目
正しい地積
所有者など

不動産登記法では…

を備え付けることとされています。

不動産登記法第14条第1項に定める地図とは
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不動産登記法第１４条第１項に定める地図（見本）

※ ●は、測量の基礎となる基準点

公共座標値
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 国家基準点に基づいた測量により、土地の位置、区
画を特定するため、将来、筆界（境界）に関する争い
を未然に防ぐことができます。

 境界標識が無くなるなどして土地の筆界（境界）が分
からなくなっても、地図に基づいて筆界（境界）を復元す
ることができます。

 調査、測量の結果、地目や地積に誤りが発見された
土地については、その結果に基づいて登記を行います。

 成果は、法務局に不動産登記法第１４条第１項地図と
して備え付けられます。また、併せて一筆ごとの地積測
量図が備え付けられるとともに、登記記録として厳格に
維持管理されます。

地図作成の効果
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※ 赤字部分について皆様のご協力をお願いします。

１ 準備作業
２ 基準点点検作業
３ 現況測量（仮測量）作業
４ 一筆地立会調査作業
５ 境界標設置作業
６ 一筆地測量（本測量）作業
７ 図面作成作業（本測量成果の精査・確認）

８ 図面等の送付、縦覧
９ 地図の備付け、職権登記

不動産登記法第１４条第１項地図ができるまで
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３ 現況測量（仮測量）作業

 一筆地立会調査を実施する前に、皆様の土地の状
況を把握するため、事前調査及び現況測量を実施し
ます。

 その際、一筆地ごとの仮測量も行いますので、敷地
内に立ち入ったり、ペンキなどでマーキングを行うこと
もありますので、ご了承をお願いします。

 実測図・筆界（境界）確認書など、今までに筆界（境
界）を確認した資料がありましたら、立会いの前まで
にご提供をお願いします。ご提供いただける資料の
提出方法につきましては、地図作成現地事務所にご
持参いただくか、ご連絡をお願いします。
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４ 一筆地立会調査

 土地所有者又は代理人の方に立ち会っていただき、一筆
ごとに筆界（境界）や地番、地目などを調査します。
土地の筆界（境界）を確認するに当たっては、お隣との筆

界（境界）の位置を示してください。
 客観的資料による現況測量に基づいて調査担当者が示し

た筆界（境界）と一致した場合は、おおむねその位置が筆界
（境界）となります。

 各所有者が示した筆界（境界）の位置が相違した場合は、
後日改めて立会いを行います。

 立会いが終わりましたら、調査担当者が用意しております
「土地調査書」に、立会いに出席された方の署名（又は記
名・押印）をいただきます。

・一筆地立会作業当日について
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４ 一筆地立会調査

一筆地立会調査は、おおむね街区ごとで、土地の配列に従って行います。
立会いは、一軒ずつ行います。

・一筆地立会いの例
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☆事前に郵送する書類

① 境界立会いのお願い 
② 立会依頼書（回収用）
③ 立会日程等の御確認（返信用はがき）

この３つの書類を、一筆地立会調査予定日の
２週間前までに、皆様のご自宅に郵送させてい
ただきます。

・一筆地立会いのご案内について

４ 一筆地立会調査

11



・「境界立会いのお願い」について

 「境界立会いのお願い」（立会依頼書）には、一
筆の土地ごとに立会いの予定日時、立会場所が
記入されています。
立会依頼書は、本事業が終了するまで保管し

てください。
 一筆地立会いの際には、立会依頼書（回収
用）を持参してください。

→ 一筆地立会当日に立会担当者が回収します。

４ 一筆地立会調査
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（立会依頼書の見本）

この部分に
【回収用】と記載されています。

赤枠部分は、土地所有者以外の方（相
続人を除く）が立ち会う場合に、使用い
ただく委任状欄です。
使用の有無を問わず、委任状欄は切

り取らないで持参してください。
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（返信用ハガキの見本）
皆様のご都合をお書きください。
★もし予定日時でよろしければ
「１ 予定どおりでよい。」の番号部分に○印をお願いし
ます。

★どうしてもご都合がつかない場合
「２ 変更してほしい。

ア（ ）曜日なら可能
イご都合の良い日を記入してください。」
・○月×日 ・△月□日

※ 必要に応じて記入してください。

書類を受け取られた方の氏名と電話番号をご記
入ください。

この返信用ハガキは、必ず立会予定日前までに返送をお願いします。
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土地所有者（登記名義人）以外の方が立会いを
行う場合は、その方の住所・氏名・所有者との関
係・連絡先を必ずご記入ください。



立会いに当たってのお願い

☆土地所有者本人が立ち会う場合

立会依頼書（回収用）を持参していただきますようお願いし
ます。

※ 共有の場合であっても、原則、共有者全員の立会い
が必要です（共有者のうち、代表で一人が立ち会う場合
は、その方（代表者）への委任状が必要となります。）。

４ 一筆地立会調査
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・立会いに当たってのお願い

① 立会依頼書（回収用）
→立会依頼書（回収用）の下の部分にある
委任状欄に必要事項が記入されたもの

② 代理人の本人確認ができる運転免許証、マイナ
ンバーカード等

☆代理人が立ち会う場合

以上の２点を持参していただきますようお願いします。

※ 共有者のうち、代表の方一人が立ち会う場合は、その方
（代表者）への委任状が必要となります。

４ 一筆地立会調査
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・立会いに当たってのお願い

① 亡くなった土地所有者宛てに届いた立会人確認
票（回収用）

② 本人確認ができる運転免許証、マイナンバーカー
ド等

☆土地所有者が死亡している場合
（相続の登記手続をしていない場合）

以上の２点を持参していただきますようお願いします。

原則、相続人全員の立会いが必要です。

※ 相続人のうち、代表の方一人が立ち会う場合は、その旨、
立会いの際にお申し出ください。

４ 一筆地立会調査
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 案内時間までには、立会依頼書記載の立会場所

にお越しください。
 雨天でも立会いを行います。

 ただし、台風など気象状況等により立会いを延期
する場合は、前日までにご連絡いたします。

◆ 休日の立会いを希望される場合には、お申出い
ただければ、調整いたします。

◆ プランターや植木鉢などを一時的に移動させて
いただく場合がありますのでご了承ください。

・立会いに当たってのお願い
４ 一筆地立会調査
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隣地土地所有者との立会い確認後
筆界点（境界点）となった位置に境界標が設置されていない場合

は、設置箇所に応じた無料の境界標（金属板プレート等）を設置し
ます。

５ 境界標設置作業
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境界標の見本

無料境界標（例）

５ 境界標設置作業

有料境界標（参考）
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 一筆地調査（立会い）が終わり次第、順次、一筆地測量を
行います（このとき、再度、立ち会っていただく必要はありま
せん。）。
一筆地ごとの測量を行いますので、敷地内に立ち入ること

  もありますが、ご了承願います。
 測量の見通しを確保するため、一時的に植木鉢・プラン

ターなどを移動させていただくこともあります。

６ 一筆地測量作業
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８ 図面等の送付、縦覧

◆ 一筆地立会調査、一筆地測量などの成果を縦覧し、
確認していただきます。

 縦覧の案内とともに、変更前の地目・地積（登記記録上
の地目・地積）や変更後の地目・地積を記載した「地積等
調査一覧表」と一筆地の面積や座標値、筆界線（境界
線）の長さなどを記載した「一筆地の測量図」を併せて郵
送しますので、ご確認ください。

 郵送した「地積等調査一覧表」及び
「一筆地の測量図」の内容で
問題がなければ、縦覧会場にお越
しいただく必要はありません。
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９ 地図の備付け、職権登記

   縦覧が終わると、新たな地図が備え付けられ、
登記事項も変更されます。

◆   登記事項が変更されても、現在お持ちの
登記識別情報通知書、登記済証（権利証）は
有効です。

※ 今回の登記所地図作成事業において、登記識別情報通
知書の発行はありません。

 また、登記事項が変更されても、現在お持ちの登記識
別情報通知書、登記済証（権利証）を書き換えることも
ありませんので、今までどおり大切に保管をお願いします。
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 一筆ごとに地積測量図も備え付けられます。

地積測量図（見本）

９ 地図の備付け、職権登記
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筆界未定地について

 隣接する所有者が主張する筆界（境界）の位置が相違し、再
度立会いを実施しても、最終的に筆界（境界）の位置が確認で
きなかった場合

 土地所有者が一筆地調査に立ち会わず、筆界（境界）の位置
が確認できなかった場合

筆界を確認できる資料が存在しない場合

筆界未定地とは、次の理由により筆界を確認することが
できなかったため、筆界（境界）が未定のまま処理される
土地のことをいいます。

「筆界未定地」となります。
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筆界未定地について

土地の測量等

地図訂正（申し出）

相手方と筆界未定地と
なった筆界（境界）の確
認

地積更正等（申請）

地図作成事業が完了した

後、筆界未定を解消するには、
隣接者と筆界確認を行った上
で土地の測量を行い、地図訂
正申出及び地積更正等の登
記申請が必要となり、測量及
び登記等の費用は、所有者
の自己負担となります。
筆界が合意できない場合は、

筆界特定手続、ADR（裁判外
紛争解決手続）や、境界確定
訴訟（裁判）等を行った上で上
記の手続が必要です。
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筆界未定地となった場合の地図の処理について

※ 登記記録上の面積は、従前のとおりで表示されます。

※ 地積測量図は、備付けられません。
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筆界未定地における筆界点調査図の作成について

※ 筆界点調査図は、法務局地図作成事業において、筆界を確認することができな
かったため、筆界未定となった集合部分ごとに作成される図面です。
筆界点調査図には、登記官が筆界点及び筆界線として推定した点及び線が記載 

されます。

筆界未定地を構成する土地の所有者や利害関係人は、筆界点調査図を閲覧す

ることができます。 28



最後に

地図作成事業は、土地所有者の皆様や地域の皆様

のご理解とご協力なくしては実施できません。
 皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

※ ご不明な点などがございましたら、上記連絡先まで
お願いします。

〒４９６－００４７
津島市西柳原町三丁目１０番地
名古屋法務局不動産登記部門
地図整備室地図作成現地事務所
電話番号 ０５６７－６９－５８１０
窓口対応時間 午前９時～午後５時

 （土日祝日・年末年始を除く。）

☆お問合せ・連絡先
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